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※広報物（ちらし等）の写真、色味等について、印刷の関係で一部不鮮明になっ

ておりますが、ご了承くださるようお願い致します。 



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2015 年 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 60 名

協力会員（サービスを提供する側） 25 名

運営スタッフ 2 名

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：生活協同組合パルシステム山梨 長野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　塚田　敬子　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月～金

活動時間 ９：００～１８：００



☑ 掃除 ☑ 洗濯 ☑ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ ☑ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 ☑ 子育て世帯 ☑ 障害者 □ 乳児 ☑ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 ☑ その他（年齢制限なし）

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

活動者・利用者の人数の確保。

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑

組合員の中での認知度が低い。
地域によって、活動者と利用者のバランスが取れていない。
活動者の高齢化に伴い、依頼できない内容がある。また辞めてしまう方もいる。
新規の問い合わせが少ない。

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（　食事作り・外出の付き添い（車不可）・託児　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動者と、利用者のニーズに合わせたマッチングを行った。
利用者のニーズを詳細に活動者へ伝えることで、サポート内容をイメージしやすくした。
初めての活動時は、事務局も同行し、一緒に活動を行うようにした。



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 1954 年 4 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 41 名

協力会員（サービスを提供する側） 35 名

運営スタッフ 名

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：山梨県肢体不自由児協会】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　清水　祐子　　　　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 依頼会員の要望に沿っているので、固定ではない

活動時間



□ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ □ 見守り □ 買い物

☑ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 □ 高齢者 □ 子育て世帯 ☑ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑

コロナの影響で、依頼会員からの減少してしまったのでコロナ前の依頼数に戻したいと思っている。

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（遊び相手、話し相手　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４年ぶりに療育キャンプを開催することになったので、依頼会員の家庭にも案内したところ、２家族１０人が参加した。



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 1996 年 8 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 49 名

協力会員（サービスを提供する側） 107 名

運営スタッフ 4 名

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：　　　　　　味　彩　の　会　　　　　　　　】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　　笠井和子　　）

１．団体の組織体制等について

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 平日月曜日から木曜日まで

活動時間 調理時間 12：30～15：00　配達時間15：00～17：00



□ 掃除 □ 洗濯 ☑ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ □ 見守り □ 買い物

□ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

□

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 ☑ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

　物価高騰による配食サービス利用料金を見直しながら、食材の発注量も削減して費用減少とともに食品ロスにならない
ように注意している。

　ボランティアの高齢化が進んでいる。
　社協広報誌に募集記事を載せているが、協力会員による口コミが大きな人材確保手段となっている。

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

　

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

　調理ボランティア：配食弁当の調理および盛り付けに、毎回２名のボランティアが当番制で実施している。
　配食ボランティア：ボランティア自身が運転し、町内を４ブロックに分けて、毎回４名のボランティアに
　　　　　　　　　　よって配達している。
　配食弁当：栄養士が作成した献立表をもとに、栄養士と調理アシスタント２名、調理ボランティア２名で
　　　　　　作成している。



【味彩の会活動写真】 

①栄養士・調理アシスタント・調理ボランティア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②配食(配達)ボランティア 



③配食弁当（七夕仕様） 

 

 



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 1992 年 5 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 100 名

協力会員（サービスを提供する側） 78 名

運営スタッフ 13 名

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：甲府・食事サービスをすすめる会　】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　剣持英子　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月、水、土　祝日も休まず

活動時間 ９：００～１６：００



□ 掃除 □ 洗濯 ☑ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ □ 見守り □ 買い物

□ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

□

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 ☑ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ボランティアの高齢化

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 1985 年 4 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 6375 名

協力会員（サービスを提供する側） 86 名

運営スタッフ 6 名

３．令和５年度の活動内容について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月～土

活動時間 ９時～１７時

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：　甲府健康友の会　　】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　伊藤要子　）

１．団体の組織体制等について

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）



□ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ □ 見守り □ 買い物

□ 学習支援 □ 外出支援 ☑ 居場所提供 □ 病院付き添い

□

　 ☑ 高齢者 ☑ 子育て世帯 □ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 ☑ 小学生 ☑ 中学生

☑ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

・「友の会パンフ」を添付させていただきます。
　　＊様々な活動を紹介しています。

・協力会員（ボランティア）の募集

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

・依頼会員、協力会員共に高齢化となり、運営を実施していくことが大変になってきている（送迎関係等）

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

・会員の送迎等、移動時の対応。高齢者の交通事故が多発しているなか、依頼することに躊躇してしまう。

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑

その他（　食糧支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください



































（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2004 年 4 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ NPO法人が運営 ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 139 名

協力会員（サービスを提供する側） 29 名

運営スタッフ 5 名

活動時間 ９：００～１７：００

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：　NPO法人ワーカーズコープおてっと　　】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　　新藤美恵子　　　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月曜日～金曜日



☑ 掃除 ☑ 洗濯 ☑ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ ☑ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 ☑ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

□

　 ☑ 高齢者 ☑ 子育て世帯 ☑ 障害者 ☑ 乳児 ☑ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

協力会員の高齢化に伴い事業の存続がむずかしくなってきた

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（　沐浴支援、子どもの集団保育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑











（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2011 年 1 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 68 名

協力会員（サービスを提供する側） 17 名

運営スタッフ 4 名

活動時間 　　　生活支援：９：００～１７：００　福祉有償運送：６：００～２０：００

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：　　NPO法人ワーカーズコープてつなぎ北杜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　小坂井　みちい　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 生活支援：月曜日から金曜日　　　福祉有償運送：日曜日～土曜日

３．令和５年度の活動内容について



☑ 掃除 ☑ 洗濯 ☑ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ □ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 ☑ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

□

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 ☑ 障害者 ☑ 乳児 ☑ 幼児 ☑ 小学生 ☑ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし

「NPO法人ワーカーズコープてつなぎ北杜」のホームページ配信中

代表理事交代

なし

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（　　託児　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2012 年 4 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 144 名 実依頼会員 １３名

協力会員（サービスを提供する側） 81 名 実協力会員 7 名

運営スタッフ 1 名

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：　　　　　都留市社会福祉協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　　飯島　淳　　　　　　　　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月～金（平日）

活動時間 ８：30～17：00



☑ 掃除 ☑ 洗濯 ☑ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ ☑ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 ☑ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

□

　 ☑ 高齢者 ☑ 子育て世帯 □ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 ☑ その他（　利用対象については要相談　　　　）

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

うかが

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

・活動の継続性が課題です。協力会員の高齢化により人手不足の状況です。・協力会員の養成講座を開催していますが、
受講者は減少傾向です。また、受講しても活動まで繋がりにくいです・どなたでも利用でき、かつ依頼できる内容が幅広
いため、依頼に応えられるかは協力会員の状況によります。・依頼あたりの活動時間や定期的な活動について定めがない
ため、依頼会員と協力会員に個別に調整して、ご理解をいただけるよう説明していますが、協力会員の負担が増えている
傾向にあります。・幅広い世代の方に関心を持ってもらい、参加してもらうにはどのように働きかけたらよいかが課題で
す。

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑

・一人体制であることです。地区担当制を設けており、困りごとを受けた地区の担当者と一緒に支援する体制を取ってい
ますが、地区担当職員には別に主担当の業務があるため、依頼会員の相談時や協力会員の活動時等とスケジュールを合わ
せることが難しい状況です。

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・協力会員の高齢化に伴い、相談しながら進めています。活動時にはできるだけ付き添い、困りごとが緩和できるように
依頼会員、協力会員と相談しながら活動を支援しています。・草取りや窓ふき、片付けなどの活動時は２人以上で活動で
きるように調整し、協力会員が孤立しないように心掛けました。・定期的な活動をお願いしている協力会員や、一人で活
動した協力会員には都度連絡して活動が円滑になるよう支援しました。・協力会員に向けた交流会を開催しました。



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2014 年 2 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ NPO法人 ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 40 名

協力会員（サービスを提供する側） 10 名

運営スタッフ 2 名

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月〜土曜日

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：　NPO法人地域ささえあい虹の会　】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　長谷川すみ江　）

１．団体の組織体制等について

活動時間 ８：００～１６：００



☑ 掃除 ☑ 洗濯 ☑ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ ☑ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 ☑ 外出支援 ☑ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 ☑ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

生活支援サービスについては、虹の会の中に「スマイル」という組織を作り活動しているが、支援会員が集まる機

会（時間）が持てず、情報の共有や意見の交換ができにくい。

利用会員は、かなりのペースで増えているが、支援会員が増えない。行政や社協と協働する必要を強く感じてい
る。
具体的には、広報掲載や研修会などでの呼びかけを検討している。又、送迎サービスを希望する声が多いが、運転
ボランティア不足や車の問題が大きくて進んでいない。資金（補助金）の問題を市と協議したい。

〇スマイルの利用規約は、その都度見直し、訂正、加筆している。

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（　　居場所への送迎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用する方が増えて室内が限界になりそうだったため、「レンタルスペース」の枠を設けた。
同じ趣味の活動をする方や、おしゃべりだけしたい方々に、１００円（およそ２時間）で、おひさまを使ってもら
う仕組み。少しずつ増えてきている。

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑









（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2013 年 11 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 277 名

協力会員（サービスを提供する側） 124 名

運営スタッフ 3 名

活動時間 午前８時３０分～午後５時

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：　社会福祉法人　中央市社会福祉協議会　】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　薬袋　哲　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 平日



☑ 掃除 ☑ 洗濯 □ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ ☑ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 ☑ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

□

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 ☑ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

組織運営について、やはり地域の人材の確保及び、近所の方々が自然に手助けができる土壌、関係性作りです。

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動を維持していく為に、毎年、地域支えあいボランティア養成講座、運転ボランティア養成講座を開催し、協力員確保
に努めている。講座だけでは、難しいので、社協で繋がっている地域の方々から人材を紹介していただいて、協力員の確
保努めている。（口コミ）

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

中央市住民参加型有償在宅福祉サービスのパンフレット（ほっと。スマイルサービス、ボランティア・移動お出かけサー
ビス）

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

時間外での対応（夜間、祝日、土、日）では、対応ができない部分や、高所作業など危険が多少なりとも伴う活動につい
ては制限をしています。その中で、社協のサービスにとらわれず動いていただける、個人ボランティア（何でもや的な
人）の方がいるので、その方に繋いだりしています。

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央市で行っているオレンジカフェを通じて顔なじみになったボランテ

ィアさんが、居宅を訪問して、話し相手や、趣味活動などを通じ一緒に過ご

します。 

＊オレンジカフェ（認知症カフェ）とは・・・ 

認知症の方とそのご家族の皆さんが気軽に相談できて、集える場所です。

認知症のご家族との毎日は戸惑いや悩みなど多いことと思います。不安や

悩みを介護経験者に相談したい、話を聴いてほしい、介護から少し離れて息

抜きしたいなど、気持ちを添える場です。お茶を飲みながら一緒に過ごしま

しょう。 

【日程】毎月第４金曜日 午後１時３０分～午後３時３０分まで 

【場所】玉穂総合会館 

利用対象者：認知症の方 

協力会員：認知症サポーター養成講座を受講された方 

     オレンジカフェで認知症の方の対応を学んだ方 

     認知症地域支援推進委員の企画調整の下実施すること 

 

ほっと。オレンジサービス 
認知症カフェ等を活用したボランティアによる居宅訪問（認とも） 

【お申込み・お問い合わせ】 

社会福祉法人 中央市社会福祉協議会  

〒４０９－３８２１ 中央市下河東６２０ 

TEL：０５５－２７４－０２９４  

FAX：０５５－２７４－０３１９ 

E-mail：borasen@chuo-shakyo.or.jp 
 

受付時間 平日 午前８時３０分～午後５時まで 

（土日・祝日、年末年始除く） 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央市住民参加型有償在宅福祉サービス 

【ほっと。スマイルサービス】 

【ボランティア移動・お出かけサービス】 

 お互い様の助け合いが、地域を支える 

 住民同士の関係が希薄となっている現在、隣近所での助け合いも少なく、悩みを抱え

る方が増えています。そんな中、隣近所・地域での助け合いの重要性に再度着目し、「困

ったときはお互い様」の精神を基調とした助け合い・支え合いの仕組みができました。 

 



 

【ほっと。スマイルサービス】 
  

  自分で解決することができない困りごとに対して、地域の 

ボランティアの方がお手伝いをする、助け合いのサービスです。 
 

対 象 者 

中央市在住で、下記のいずれかに該当する方 

➀概ね６５歳以上で一人暮らしの方 

②概ね６５歳以上の夫婦のみ世帯 

③障がい者の方 

④その他（相談に応じます） 

時  間 
平日 午前８時３０分～午後５時まで 

※祝日、年末年始は除く 

内  容 

①家事援助サービス・・・買い物、簡単な掃除 

②季節のサービス・・・ごみの片づけ、窓ふき 

③見守りサービス・・・ゴミ出し、話し相手 

④外出介助（車を使用しない）・・・散歩付き添い、通院付き添い 

料  金 

○活動費…３０分毎１００円（下記料金表参照） 

↳時間の計算は、協力員が利用者宅についてから活動終了まで 

○交通費…利用者宅まで自家用車又は公共交通機関を使用した場合 

     1 回につき 100 円 

○その他…利用中、必要な材料費等の経費は実費負担 

（実費負担が発生する場合は、事前に協力員と相談して 

ください） 

 

 

 

 

 
 

１５分未満のみ ５０円 

１５分～３０分 １００円 

以降３０分毎１００円 

協 力 員 

・ボランティアに関心をもち、事業の趣旨に賛同し熱意をもって活

動に協力できる方 

・社協が行う研修を受講した方 

 
 
 

【料 金 表】 



 

【ボランティア移動・お出かけサービス】 

 

  移動が困難な方に対し、送迎車両を運行します。 

外出機会の確保に繋げ、住み慣れた地域での生活維持を目的としたサービスです。 
 

対 象 者 

中央市在住で、下記の➀～➂全てを満たす方 

①概ね６５歳以上 

②自立で乗降できる、もしくは介護者と同伴で乗降できる 

③外出支援チェックシートに該当 

（項目）外出手段がない 

定期的に人と接することが少ない 

毎日の生活に充実感がない 等 

目  的 買い物、趣味の活動、病院など 

時  間 
平日 午前８時３０分～午後５時まで 

※祝日、年末年始は除く 

内  容 

運行範囲 中央市内 

利用回数 月３回まで 

利用料金 

０円  

但し、ガソリン代等実費負担（３００円）有り 

駐車場代等、別途利用者負担 

利用方法 

利用希望日の１０日前までに社会福祉協議会までご連絡ください。 

なお、内容変更する場合は 7 日前まで受け付けます。 

※利用例 ◎利用希望日が４月１０日（水）の場合 

    ⇒◎利用連絡は４月１日（月）までにする 

協 力 員 
・社協が指定する講座を受講した方（年２回開催予定） 

・７５歳未満の方 

そ の 他 

総合病院や、その他混雑することが見込まれる病院等に関しては、

終了時間が予測しにくいため、片道（行き）のみの対応とさせてい

ただきます。 

 



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2013 年 10 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 23 名

協力会員（サービスを提供する側） 37 名

運営スタッフ 1 名

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：　道志村社会福祉協議会（暮らしのささえあい・どうし）】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　佐藤典子　　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 随時

活動時間 8：30～17：00（左記以外は要相談）



☑ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 ☑ 片付け □ 庭の手入れ □ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 □ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

住民の方が作成してくれたチラシです。利用者が理解しやすい構成にしてあります。

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

・希望サービスと協力員の登録サービスがマッチせず、活動協力員にバラつきがある。

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑

・活動していない協力員とのつながりが希薄になってしまうため、その方たちの活動意欲の継続。

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（　ペットの埋葬、布団干し、除草剤の機械の使い方指導、障子張り　　　）

・普段社協とつながりがある人に直接声掛けを行い、サービス内容を伝えたら、協力員の登録に至ったケースがある。
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お気軽にご連絡ください

電話　0554-52-2072
ＦＡX　  0554-52-2089

受付時間　平日8：30〜17：00
（12月29日〜1月３日を除く）
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　暮らしのささえあい・どうし
　事務局　道志村社会福祉協議会
　住　所　〒402-0218　南都留郡道志村9334
　　　　　　☎　0554-52-2072　FAX　0554-52-2089
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。



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2000 年 7 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

1 住民の自主的な会員組織である 2 市町村社会福祉協議会が運営

3 生活協同組合が運営 4 ワーカーズコレクティブが運営

5 農業協同組合が運営 6 行政設置による第3セクターが運営

7 社会福祉法人が運営 8 ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ 病院併設のNPO法人 ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

○ 持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） 2 社会福祉法人（社協）

3 社会福祉法人（社協以外） 4 公益財団法人 7 一般社団法人

5 一般財団法人 6 公益社団法人 8 生活協同組合

9 農業協同組合 10 有限会社 11 株式会社 12 合同会社

13 その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 480 名

協力会員（サービスを提供する側） 18 名

運営スタッフ 2 名

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：　　　　　　NPO法人ゆいまる　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　都築　紀子　）
）

１．団体の組織体制等について

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

３．令和５年度の活動内容について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月曜日～金曜日（祭日休み）

活動時間 9：00～17：00



☑ 掃除 ☑ 洗濯 ☑ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ ☑ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 ☑ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

□

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 ☑ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）生活困窮者 ）

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑

その他（　　福祉有償運送　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

昨今の物価の高騰で、年金暮らしでぎりぎりの生活を送っている方が多いです。そこへきてコロナウィルス
が流行し、人々はたいへん疲弊していました。かかりたくても医者にかかれない方も多くいます。
ゆいまるの福祉有償運送は、おおよそタクシー料金の半額で利用ができます。（要支援以上の方が対象）
また、歳を取り、自分でできなくなってしまった電球交換等のちょっとした困りごとを解決することで
心のモヤモヤが少しは晴れるかと思います。

新たに取り組んだ事はありません。配食等を行いたいと考えていますが人手がなく実行できない状況です。
年間通して庭木の手入れは依頼が多いため、昨年依頼が来て実行した方には、こちらから「今年はいかがですか？」と連
絡を入れ営業活動を行っています。
地域の高齢者で介護保険の事を理解していない方がとても多くいらっしゃいます。ゆいまるに連絡が入り、話が先に進ま
ない方には訪問して傾聴や説明を行っています。その中で、どう見ても介護保険の対象になりそうな方については担当の
包括支援センターに連絡し、情報を共有しています。そのことで介護保険の利用も可能になり、介護保険以外の事はゆい
まるが担なえることになります。そうすることで利用者がより暮らしやすくなると思います。

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

一番は収支の問題です。誰もが利用することができるように安価な対価で運営しているため利益は出ません。
うまく助成金を活用していく必要があると思います。

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

半分はボランティアであることを承知していただき職員を集めています。75歳以上の方が圧倒的に多く一生懸命
取り組んでくれています。一方で福祉有償運送の運転手は利用者を乗せることで年齢のボーダーラインを決め
ざる得なく、常に職員不足の状態で業務をまわしています。NPO法人のあり方を理解し就労してもらうことが
とても難しいです。



住みなれた町で、住みなれた

家で、安心して住み続けられる

地域社会を目指して、非営利活

動を柔軟に運用することによ

り、支え合い助け合いの活動を

推進し、地域福祉に寄与する
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い
。

竹やぶ整備

キウイの収穫作業





 

NPO法人 ゆいまる 福祉有償運送 

             関山福第 46号 

 

・病院へ行きたい        ・買い物に行きたい 

・市役所に行きたい   ・美容院に行きたい 

資格を持った運転手がおうちのドアから目的地 

までお手伝いするので安心です！！ 

予約制となっていますのでまずはご相談ください。 

料金は片道２㎞まで   420円 

    ４㎞      760円 

６㎞     1，100 

８㎞     1，440 （以下 1㎞ごとに 170円加算） 

介護認定、要支援 1以上の方が利用できます。車椅子対応車もあり 

ます。完全予約制となっていますので早めの予約をお願いします。 

 

     NPO 法人 ゆいまる   甲府市丸の内 2-9-20 

☎055-269-6003 



 

 

訪 問 活 動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  外 出 支 援（お墓参り） 

 



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2019 年 12 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 98 名

協力会員（サービスを提供する側） 42 名

運営スタッフ 3 名

活動時間 3,009時間（農業軽作業2,906時間、家事支援103時間）

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：いいさよ～山梨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　田中明雄　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月曜日～日曜日（農業軽作業があるため）



☑ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け ☑ 庭の手入れ □ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 □ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（年齢制限なし）

☑

※　当会は、２０２４年３月３１日をもちまして事業を終了させていただきます。

・団体の認知度が不十分。
　＊11月にJA直営店（2店舗）での感謝祭に参加し広報を実施した。
　＊認知度アップのため、10月に公共施設等にチラシを置かせていただいた。
・応援者の交流会の開催（交流会を企画をしましたが参加者が少なく中止としました）

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（農業軽作業など。

・事務局の変更により、4月からのサポートに関する運営不足がありましたが、概ね活動を推進できました。
・5月よりfacebookの更新を開始、12月までには約100件の投稿を行いました。特に作業現場に訪問し、記事などを
アップしました。
・コロナ感染の5類変更に当たり、5月より健康チェック表の作成を取りやめ、口頭確認に変更した。

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

・PDFでチラシを添付します。

・facebookアドレス
　https://www.facebook.com/profile.php?id=100080075778486

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

・農業軽作業では、利用し希望者はありますが、応援者の確保が進まない点です。
　  *農業軽作業支援では、対応できない作業依頼もあることから、様々なニーズに応えられることが必要ですが、応援
    　者が居ないのが実情。
　  *農業支援は期間が限定されるため、年度を跨いで継続される方の定着率が現象します。（年間を通した活動した
　　いという方もいます）
・生活（家事）支援の利用者の確保。
・facebookへの県内登録者の確保。

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑

農業従事者。



  

 

 

 

日常の「ちょっと困った」「ちょっと助けてほしい」と“誰かの役に立ち 

たい”をつなぎ、困った時は“いいさよぉ（お互いさま）”を合言葉に、 

地域の中で助け合う「有償ボランティアの活動」を進めている団体です。 
 

 

 

 

 

   農業軽作業や生活の中のちょっとしたお手伝いなど、専門的な知識や資格なくても OK！ 
  あなたの「得意」と「やってみたい」を生かしてみませんか♪ 
 

《活動エリア》 
    山梨市、甲州市、笛吹市春日居町（ＪＡフルーツ山梨のエリア内） 
    

《応援者募集》 
    農業軽作業支援は、県内外可能。家事支援は、上記エリアと隣接地域。 
 

《活動時間》 
  活動日：月曜日から日曜日（ご自身の空き曜日・空き時間を有効にできます） 

    時 間：基本 9 時～17 時（利用者の希望により時間外もあります） 
        ・農業軽作業は、1日（9 時～17 時）または午前（9 時～12 時） 

午後（13 時～17時）の中で時間調整も可能。 
・家事支援は概ね１時間～２時間程度ですが、2 時間を超える場合もあり。 

 
《利用料・応援料》 

    詳細は事務局まで 
 

 《応援内容》 
 

 １．農作軽作業支援 
  果樹 

     ・ブドウ（ジベ付け、摘粒、かさかけなど）、桃（摘果、袋かけなど） 
ワイン用ぶどうの収穫など。   

    野菜  
・耕作、植付け・収穫など。 

    その他 
     ・果樹の消毒作業、果樹の剪定、草刈りなど。  
 
 ２．生活支援 

 家事 
・掃除、食事づくり、洗濯、布団干し、買い物、ゴミの分別やゴミ出しなど。 

    生活 
・散歩や話し相手、外出や通院の付き添い、託児、送迎など。 

    その他 
・庭木の剪定、草取り、ペットのお世話など。 

 

いいさよ～山梨 

農業軽作業支援・家事支援の応援者募集 

あなたの空き時間でご協力をお願いできればと思います 

《果樹繁忙期》 
「４月中旬～７月中
旬」 



  

 
【農業軽作業支援】 

活動エリアでは、ぶどうや
桃などを中心とした果樹園
が多く、４月から７月には、
ぶどうの摘粒、桃の摘花・
摘果、かさかけや袋かけな
どの作業依頼があります。 
 
農業者の高齢化（若い生産
者の方もいます）やお手伝
いされる方も同様に高齢化
が進んでいます。 
 

 
今後の農業は、地域
や近隣の皆様ととも
に育てていく必要が
あります。 
一人ひとりの小さな
支援が、地域農業を
守っていくことにな
ります。 
 
秋には、ワイン用の
甲州ぶどうの収穫や
ぶどうの出荷作業も
支援しました。 

 
写真は、桃の袋かけ、ぶどうの摘粒、甲州ぶどう
の収穫です。 
応援者の中には、以前からこうした農作業をされ
ている方もいますし、生産者に作業を教えてもら
いながら、初めて農作業に挑戦された方もいます。 

 

 
        応援者の男女は問いません。 
        どなたでも登録できます！！ 

大学生の方も活動しました。 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【生活支援】 
家事支援は、掃除や食事づくり、部屋の片付け、

部屋の模様替え、託児、また病院への送り迎えと
付き添い、買い物などの支援となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

庭の草刈りや草取り。 
 
いいさよ～山梨は、家事や農業のプロ集団ではあ
りません。 
応援される皆さんの“やってみたい”“地域で何
かできることがないのか”“誰かのお役に立ちた
い”という、助け合いの気持ちで応援していただ
くことをお願いしています。 
 
 
facebook で「いいさよ～山梨」と検索いただけ
れば、活動状況が見られます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 《お問合せ・相談先》 

「いいさよ～山梨」事務局  
〒405-0011 

山梨県山梨市三ケ所 920-2 
    （JAフルーツ山梨・営農サポートセンター内） 

0553-22-7111 

    （受付時間 : 平日 9:00～17:00）  

 
応援者：年会費無し。応援料、交通費の支給あり。18歳以上であれば登録可能です。   
利用者：年会費、利用料、交通費等が必要。応援者がいない支援は受けられません。 

ホームページ メールアドレス 

作業依頼があった内容や今後期待される活動を記載しています 

いいさよ～山梨は、ＪＡフルーツ山梨、パルシステム山梨 長野、ワーカーズコープ（労働
者協同組合）の 3者で設立した団体です 
。 



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2004 年 9 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 4 名

協力会員（サービスを提供する側） 15 名

運営スタッフ 2 名

(令和5年度登録、所得制限があるため年度で登
録）

活動時間 原則30分以内、ｹｰｽによっては1時間

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：甲斐市社会福祉協議会】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（地域福祉係　雨宮周太）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 利用者の都合により異なる



□ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け ☑ 庭の手入れ □ 見守り □ 買い物

□ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 ☑ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住民税非課税世帯の調査や家族の支援が受けられるかどうか、活動が生活に支障がある範囲かどうかなど、ちょこっと応
援サービスを進めるうえで審査があることからボランティア派遣まで日数が必要であったが、15分程度の軽微な作業は
職員が訪問調査時に行えるよう工夫した。

ちょこっと応援サービスで対応できるニーズが少なく、登録しているボランティア全員を派遣することができなかった。

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（　障子の張り替え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2021 年 4 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 21 名

協力会員（サービスを提供する側） 56 名

運営スタッフ 2 名

活動時間 原則午前９時～午後４時まで（訪問１回１時間）

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：　社会福祉法人 甲府市社会福祉協議会（甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業）　】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　髙橋　駿介　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 年末年始・祝日を除く平日



☑ 掃除 ☑ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ □ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 □ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・特になし

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（　ベッドメイク、布団干し、衣類整理、衣類補修、調理・配下膳、電球交換、ごみ出し　）

・介護保険の訪問型サービスBに位置付けられる事業のため、利用希望者の初期相談先が地域包括支援センターとなって
いる。そのため利用促進を目的に、市内９箇所設置されている地域包括支援センターに職員が訪問し、事業説明や地域住
民から寄せられるニーズの調査を行った。

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

・甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業のご案内（事業周知チラシ）
・生活支援サポーター募集チラシ
・生活支援サポーター養成講座チラシ（全市域対象講座チラシ２枚、地区対象講座チラシ１枚）

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

・現状では土日・祝日はサービス提供は出来ないが、サポーターから、土日・祝日に活動したいという声も挙がっている
ため、市社協として緊急時のための連絡手段の確保や対応できるか、検討が必要となっている。

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑



養成講座開催

富士川地区にお住いの高齢者の日常生活
を支える一員になりませんか

本事業については、講座の中で詳しく説明いたします

高齢者を支えるために必要な
基礎知識や心構え、マナー、接し方などを学びます

令和６年 ２月１１日 ９：３０～１４：１０(予定)（受付９：００～）

【会場】富士川悠遊館（旧富士川小学校）

菊水ホール

【定員】３０名（先着順）

【講師】山梨県介護福祉士会 研修担当

【申込】富士川地区社会福祉協議会 中村会長

（電話：０９０－３２２１ー５５９２）

１月２７日（土）までにお電話にて

お申し込みください。（お名前とご連絡先）

日

富士川悠遊館

●甲府城跡 ●長禅寺

●穴山稲荷

中央二丁目

講座を修了すると「甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業」の

『生活支援サポーター』として活動することができます

支援が必要な高齢者の日常生活上のちょっとした困りごとを、「地域住民の支え合
い活動」として『生活支援サポーター』がお手伝いする事業です。

掃除、洗濯、簡単な調理、買い物代行等の家事援助

要支援1、2 または 元気アップチェックリスト該当者

  １回 １時間 ２００円（原則週２回まで）

甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業

活動内容

支援対象者

利用料金

※昼食と飲み物はご用意します

(全戸配付)



少しでも

誰かの手助けが

できればいいな

ご質問など、ございましたら
お気軽にご連絡ください

誰もがいつまでも

安心して暮らせる

富士川地区に

したい

子育ても仕事も

落ち着いたので

空いた時間に

何かしたい

講座内容（予定）

あなたも高齢者の生活支援に参加しませんか

〔お問合わせ先〕 〒400-0858 甲府市相生2-17-1
社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 地域福祉推進課
電話：２２５－２１１８ ＦＡＸ：２２５－３１７１

あなたの想いで紡ぐ支え合いの輪

サポーター活動に関する疑問に答えます

私には苦手な
支援があるの
ですが。

Ｑ１
活動の頻度は
どのくらい
ありますか。

Ｑ３この活動は無償
のボランティア
活動ですか。

Ｑ２

サポーターには、活動
１回あたり500円の
活動費をお支払いしま
す。

サポーター登録時にあ
なたが希望する活動内
容をお伺いします。無
理なく活動できるよう
に調整していきます。

最大で週2回の活動と
なりますが、月に１～
２回の活動もあります。
利用者の依頼内容に
よって異なります。

日程 時間 内 容

２月１１日
午前

９：３０ 「甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業」について

９：５０ 【高齢者の基礎知識・接し方】

１１：００ 【訪問マナー】

午後 １３：００ 【生活支援の基本・緊急時の対応】

１４：００ 生活支援サポーター活動意向調査

・全ての講義を受講された方には、修了証を発行します。
・介護福祉士や介護職員初任者研修課程修了者、ホームヘルパー有資格者は、養成講座受講不要
で生活支援サポーターに登録できます。

・締め切り後も定員に余裕がある場合には、受講できる場合があります。
・講座日程が若干変更になる場合があります。



本事業については、講座の中で簡単に説明いたします

令和５年 ９月１１日 １３：００～１６：４５ （受付１２：４０～）

【会場】甲府市総合市民会館 ３階 会議室４

（甲府市青沼３－５－４４）

【対象】甲府市内在住の方

【定員】２０名（先着順）

【講師】山梨県介護福祉士会 研修担当

【申込】甲府市社会福祉協議会 地域福祉推進課

（電話：２２５－２１１８）

９月１日（金）までにお電話にてお申し込みください。

※講座の詳細は裏面をご覧ください。

 

月

講座を修了すると「甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業」の
『生活支援サポーター』として活動することができます！

支援が必要な高齢者の日常生活上のちょっとした困りごとを、「地域住民の支え合
い活動」として『生活支援サポーター』がお手伝いする事業です。

掃除、洗濯、簡単な調理、買い物代行等の家事援助

要支援1、2 または 元気アップチェックリスト該当者

  １回 １時間 ２００円（原則週２回まで）

甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業

活動内容

支援対象者

利用料金

皆様の参加をお待ちしています。是非お気軽にお申込みください。

地域に住む高齢者の日常生活を支える一員になりませんか？

高齢者を支えるために必要な基礎知識や

心構え、マナー、接し方などを学びます！



少しでも

誰かの手助けが

できればいいな…

ご質問など、ございましたら
お気軽にご連絡ください

講座内容（予定）

あなたも高齢者の生活支援に参加しませんか？

〔お問合わせ先〕 〒400-0858 甲府市相生2-17-1
社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 地域福祉推進課
電話：２２５－２１１８ ＦＡＸ：２２５－３１７１

サポーター活動に関する疑問に答えます

私には苦手な
支援があるの
ですが。

Ｑ１
活動の頻度は
どのくらい
ありますか。

Ｑ３この活動は無償
のボランティア
活動ですか。

Ｑ２

サポーターには、活動
１回あたり500円の
活動費をお支払いしま
す。

サポーター登録時にあ
なたが希望する活動内
容をお伺いします。無
理なく活動できるよう
に調整いたします。

最大で週2回の活動と
なりますが、月に１～
２回の活動もあります。
利用者の依頼内容に
よって異なります。

日程 時間 内 容

９月１１日 13:00 オリエンテーション

13:05 甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業について

13:15 【高齢者の基礎知識・接し方】

14:25 【訪問マナー】

15:35 【生活支援の基本・緊急時の対応】

16:35 生活支援サポーター意向調査

・すべての内容を受講された方には、修了証を発行します。

・介護福祉士や介護職員初任者研修課程修了者、ホームヘルパー有資格者は、養成講座受講不要で

生活支援サポーターに登録できます。

・締め切り後も定員に余裕がある場合には、受講できる場合があります。

・講座日程が若干変更になる場合があります。

子育ても仕事も

落ち着いたので

空いた時間に

何かしたい！

ご関心のある方は
ぜひお気軽に

お申込みください！



本事業については、講座の中で簡単に説明いたします

令和６年 １月２４日  １３：００～１６：４５ （受付１２：４０～）

【会場】遊亀公民館 講義室２

（甲府市総合市民会館２階）

【対象】甲府市内在住の方

【定員】２０名（先着順）

【講師】山梨県介護福祉士会 研修担当

【申込】甲府市社会福祉協議会 地域福祉推進課

（電話：２２５－２１１８）

１月１８日（木）までにお電話にてお申し込みください。

※講座の詳細は裏面をご覧ください。

 

水

講座を修了すると「甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業」の
『生活支援サポーター』として活動することができます！

支援が必要な高齢者の日常生活上のちょっとした困りごとを、「地域住民の支え合
い活動」として『生活支援サポーター』がお手伝いする事業です。

掃除、洗濯、簡単な調理、買い物代行等の家事援助

要支援1、2 または 元気アップチェックリスト該当者

  １回 １時間 ２００円（原則週２回まで）

甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業

活動内容

支援対象者

利用料金

皆様の参加をお待ちしています。是非お気軽にお申込みください。

地域に住む高齢者のちょっとした困り事をお手伝いしませんか？

令和５年度

心構え、マナー、接し方などを学びます！

生活支援サポーター
養成講座
高齢者を支えるために必要な基礎知識や



ご質問など、ございましたら
お気軽にご連絡ください

講座内容（予定）

〔お問合わせ先〕 〒400-0858 甲府市相生2-17-1
社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 地域福祉推進課
電話：２２５－２１１８ ＦＡＸ：２２５－３１７１

サポーター活動に関する疑問に答えます

私には苦手な
支援があるの
ですが。

Ｑ１
活動の頻度は
どのくらい
ありますか。

Ｑ３この活動は無償
のボランティア
活動ですか。

Ｑ２

サポーターには、活動
１回あたり500円の
活動費をお支払いしま
す。

サポーター登録時にあ
なたが希望する活動内
容をお伺いします。無
理なく活動できるよう
に調整いたします。

最大で週2回の活動と
なりますが、月に１～
２回の活動もあります。
利用者の依頼内容に
よって異なります。

日程 時間 内 容

１月２４日 13:00 オリエンテーション

13:05 甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業について

13:15 【高齢者の基礎知識・接し方】

14:25 【訪問マナー】

15:35 【生活支援の基本・緊急時の対応】

16:35 生活支援サポーター意向調査

・すべての内容を受講された方には、修了証を発行します。

・介護福祉士や介護職員初任者研修課程修了者、ホームヘルパー有資格者は、養成講座受講不要で

生活支援サポーターに登録できます。

・締め切り後も定員に余裕がある場合には、受講できる場合があります。

・講座日程が若干変更になる場合があります。

子育ても仕事も

落ち着いたので

空いた時間に

何かしたい！

あなたも高齢者の
生活支援に参加しませんか？

少しでも

誰かの手助けが

できればいいな…

誰もがいつまでも

安心して暮らせる

甲府にしたい



⽇々の
ちょっとした
困りごと ございませんか？

生活支援サポーターが
お手伝いします

「甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業」のご案内

「甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業」は⾼齢になっても住み慣れた甲府で
暮らし続けられるように地域のボランティアである"⽣活⽀援サポーター"が

⽇々の⽣活のちょっとした困りごとをお⼿伝いする事業です。

利⽤できる⽅

利⽤料⾦

お⼿伝いの内容

申込⽅法

次の全てにあてはまる方

　①甲府市在住の６５歳以上の方

　②要支援１・２の認定を受けた方、又は基本チェックリストで事業対象と

　　認定された方

　③一人暮らし又は同居家族が病気等で自ら家事を行うことが困難な方

１回　２００円（１回１時間、週２回まで）

※事前に甲府社会福祉協議会より利用チケットを購入していただきます

掃除・洗濯・ゴミ出し・簡単な調理・買い物代行・衣類の整理、補修など

定期的に生活支援サポーターがご自宅を訪問し、お手伝いします

「介護予防ケアマネジメント」を受ける必要があるため

　まずは、お住いの地区を担当する地域包括支援センターにご相談ください

　※利用までの詳しい流れは裏面をご覧ください

≪お問合せ先≫　甲府市社会福祉協議会　地域福祉推進課　

　　　　　　　　☎０５５－２２５－２１１８

⻑時間歩くのが⼤変で
買い物に⾏けない

体がえらくて

掃除が⾏き届かない

ゴミを集積場まで
運ぶのが⼤変



④お手伝いできる生活支援サポーターが

　見つかったら、市社会福祉協議会と生活

　支援サポーターがお宅を訪問し、顔合わ

　せ（マッチング）を行います。

　その際に、市社会福祉協議会・生活支援

　サポーターとお手伝いの日時やお手伝い

　の内容を約束します。

この事業に関するご質問やお問い合せは・・・・

甲府市社会福祉協議会　地域福祉推進課

☎ ０５５－２２５－２１１８

⽣活⽀援
サポータ

ーも

  募集
中！

利用開始までの流れ 地域包括支援センター

 利用したい方はお住いの地区を担当する

「地域包括支援センター」にご相談を 

 お願いします。

�

ボランティア活動にご理解いただいている
市⺠の⽅で、「地域の⾼齢者の⽣活を⽀援
するために、少しでもできることがあれば」
と、⼿を挙げていただいた皆さんです。
※甲府市社会福祉協議会が実施する訪問
  サービスの研修を受けています。

⽣活⽀援サポーターとは？

①まず地域包括支援センターに相談してく

　ださい。

　地域包括支援センターでは介護予防ケア

　マネジメントを行い、この事業が利用可

　能であれば、手続きを進めてくれます。

②市社会福祉協議会に利用申込を行いま

　す。

③申込を受けて、市社会福祉協議会では

　お手伝いできる生活支援サポーターを

　探します。

⑤利用開始までに市社会福祉協議会から

　利用チケットを購入してください。

⑥生活支援サポーターによる、お手伝いが

　始まります。

　お手伝いを受けたら、都度、生活支援

　サポーターに利用チケットを渡してくだ

　さい。



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2017 年 12 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 95 名

協力会員（サービスを提供する側） 43 名

運営スタッフ 名

活動時間 ９：００～１７：００

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：　おおつきお助け隊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　安藤　博行　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月曜～金曜（祝日、年末年始を除く）



☑ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ ☑ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

□

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 ☑ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

提供者の高年齢化が進んでいること、新規の提供者が少ないことなどによる担い手不足

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

熱中症警戒アラートが発表されている日の外作業（草取り等）は提供者の健康を考慮して受ける側、提供側の双方の都合
が付けば時間外（9時以前）に実施。都合が付かなければ作業日を延期するようにした。

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

組織運営の課題と同様、担い手不足が課題となっている
また、利用者の依頼内容についても技術が必要な内容など多様化してきており、対応が困難なケースがある

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2017 年 4 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ 市委託事業 ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 8 名

協力会員（サービスを提供する側） 27 名

運営スタッフ 1 名

活動時間 8：15～17：15のうち30分、60分

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：おたすけ隊】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　　小菅　翔平　　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月～金



☑ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ □ 見守り ☑ 買い物※同行不可

□ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 □ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・隊員に登録してから活動がない方が複数いる。
・活動している、いないに関わらず隊員のモチベーションの維持。

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（　話し相手、ゴミ捨て、散歩　）

・月1回の定例会に活動中でない方も積極的に参加していただくよう声をかけた。

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

・利用者向けチラシ

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

・依頼されている活動内容以外のことを頼まれた時の対応。
・活動時間が60分を超過してしまうことがある。

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑



 

 

 

 

 

～地域で暮らしていくために 

 地域の力をかりてみませんか～ 

 

 

  

 

 

                        

                  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用案内 

  

申込み 韮崎市地域包括支援センター 

対象者 

韮崎市に住む 65歳以上の高齢

者（独り暮らし・高齢者世帯・

その他市長が認める者）で基

本チェックリストの項目に該

当する方 

利用回数 原則週 1回 

利用時間 1日 60分まで 

利用料金 30分 50円、60分 100円 

支払方法 
現金で生活支援コーディネー

ターへ支払う(集金に伺います） 

 

 

 

利用の流れ 
 

①地域包括支援センターで申込みをします。 

基本チェックリストを実施し、利用できる

対象か確認します。基本情報の聞き取りを

します。その後地域包括支援センターが契

約の締結・計画書の作成をします。 

 
②地域包括支援センター職員が訪問し、基

本情報の聞き取り、契約の締結、計画書作

成をします。 

 
③地域包括支援センター職員、生活支援コ

ーディネーターによる利用内容の確認と

おたすけ隊の紹介をします。 

 
④おたすけ隊と顔合わせをし、意向と合え

ば利用開始となります。 

 
⑤毎回の利用終了時におたすけ隊活動手帳

に署名または捺印をします。 

 
⑥１カ月分の利用料金を生活支援コーディ

ネーターが集金に来るので、現金で支払

います。 

 

 

 

 

 

おたすけ隊って何？ 

依頼を受け自宅を訪問し、簡単な家事支援

などをしてくれる有償ボランティアです。 

 どんなことをしてもらえるの？ 

 

○ゴミ出し 

○掃除 

○買い物（同行不可） 

○話し相手 

○散歩  などの支援が受けられます。 

 

 

ちょっとした生活の 

お手伝いをしてもらえ

るなんて助かるわ～。 

おたすけ隊 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL7FmJslXX2wAtYCU3uV7/SIG=1396c5q3r/EXP=1472886758/**http:/sozai-good.com/wp-content/uploads/2014/05/ec195984fda510999263263dbf9d85a0.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL7FmJslXX2wAtYCU3uV7/SIG=1396c5q3r/EXP=1472886758/**http:/sozai-good.com/wp-content/uploads/2014/05/ec195984fda510999263263dbf9d85a0.jpg


生活支援コーディネーター 

（社会福祉協議会職員） 

韮崎市 

おたすけ隊 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○健康を維持するために定期的な受診や健

康管理に努めましょう。 

○健康状態に変化があった場合は速やかに

報告をしましょう。 

 

 

 

 

○健康状態に変化があり、利用が続けられな

くなった場合。 

○主治医に停止又は中止と指導された場合。 

○その他、利用が継続できないと判断された

場合。 

 

 

＊地域包括支援センター職員や生活支援 

コーディネーターにご相談ください。 

 

 

     申請場所・問い合わせ 

韮崎市地域包括支援センター 

（保健福祉センター内 長寿介護課 

介護支援担当）      

   韮崎市本町 3-6-3 

      （23）4313 

     問い合わせ 

韮崎市社会福祉協議会 

    韮崎市大草町若尾 1680 

      （22）6944 

 

   

 

 

 

 

 

 

                

    

 

 

 

 

   

 

 

あなたの基本チェックリストや

基本情報を聞き取ります。おたす

け隊が利用できるよう契約と計

画書を作成します。 

 

あなたの困りごとに合ったおたす

け隊を紹介します。 

あなたの困りごと（したいこと）をお

手伝いします。 

利用者の心得 

利 用 中 止 

地域包括支援センター職員 

おたすけ隊 



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2018 年 2 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 26 名

協力会員（サービスを提供する側） 11 名

運営スタッフ 1 名

活動時間 主にＡＭ9：00～ＰＭ3：00の間で、1回１Ｈ～２Ｈ位

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：　　　　　ふくし生活支援サービス　　　　　　　　　】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　　飯田　　勝也　　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 主に（月）～（金）



☑ 掃除 ☑ 洗濯 □ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ ☑ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 ☑ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 ☑ 子育て世帯 ☑ 障害者 ☑ 乳児 ☑ 幼児 ☑ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・コロナの制限がなくなり活動に制限がなくなった。しかし、コロナによって活動が停滞し、活動できるサポーターが
減ってしまった。

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（話し相手）

・毎月定例会を開催し、相談や情報交換の場を積極的に設けた。
・過度な利用があったので利用者の支援者と相談し、サービス内容を検討しサポーターの負担を減らした。

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

サポーター募集のチラシを社協の事業がある際は、配布をしている。

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

・サポーターの高齢化で提供できるサービスが限られている。しかし、サービスでは補えないニーズは多くありサービス
の提供に苦慮している。

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑



（有償ボランティア）

あ） 

 

制度の狭間や地域との関係が薄い方のちょっとした困り事に対して、住民主

体のお互いに支え合う仕組みとして「ふくし生活支援サービス（有償ボランティ

ア）」を行っています。このサービスは「住民主体」、つまり、同じ地域の住民が

ちょっとした困り事を抱える方に対して、助け合いの精神で困り事を解決するた

めに活動です。 

 

活動内容 

 困っている事に関してサポーターが対応できれば活動します。平成 29 年 6

月より開始し、これまで障子の張り替え、居室の掃除、草刈、通院支援、買い物

支援、見守り支援などの活動を行っています。 

利用料 

サポーター1人に対して３００円／３０分 

 

 

活動を希望される方はお気軽にお問合せ下さい。 

 

      

 

南アルプス市社会福祉協議会 

地域福祉課 ☎283-4121 

 担当：飯田        



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 35 名

協力会員（サービスを提供する側） 39 名

運営スタッフ 2 名

☑ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ ☑ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 □ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2017年4月～2019年3月、2021年4月～

活動時間 基本　8：30～17：00

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

その他（ゴミ出し、話し相手、相談内容によって対応する　）

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：　　　甲州市社会福祉協議会　　　】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　井上一二美　　　）

１．団体の組織体制等について

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 土日祝日年末年始を除く



・新規依頼会員を増やす→居宅事業所などへの働きかけ。
・新規協力会員を増やす→年1回の市全域を対象とした養成講座と少数でもいつでも講座が受けられる様随時対応する
・市民に活動を知ってもらうための広報活動。

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

・これまでは事業対象者又は要支援認定を受けた方が対象であったが、今年度から継続的に利用されていた方は要介護
認定を受けた後も利用が可能になった。現在1名の方が対象です。
・今までは一人暮らしか高齢者のみの世帯の方の利用でしたが今年度より話し相手など本人の自立支援につながるサー
ビスについては家族構成を問わない事になった。

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

おたすけサポートサービス　チラシ　（R5.9.1～）

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

・車に乗せてもらえるかの問い合わせがある。
・家族構成により支援対象にならない方がいる。（同居家族に障がいがある場合などは検討していく）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
甲州市生活支援サポート事業 

サ

サービス

甲州市生活支援サポート事業 
高齢者おたすけサポートセンター 

 
甲州市塩山上於曽９７７－５ 

（塩山保健福祉センター2 階、 

甲州市社会福祉協議会内） 

Tel ０５５３－３４－８１９５ 
Fax ０５５３－３４－９２７０ 

ポート

ちょっとした困り事 
ありませんか？ 

◎支援費（交通費） 

支援費…３０分１００円 

（最大１時間３０分まで） 

交通費…10 ㎞まで１００円、10 ㎞を

超えた場合は 5 ㎞毎５０円 
 
（協力会員宅から依頼会員宅までの往復、 
また協力会員の車を使って支援を行う場合） 
 

※支援費は、活動終了後、依頼会員が協

力会員に直接お支払い頂きます。 

日常でちょっと困った時、地域で
「助け合い」「支え合い」があったら
いいなと感じた事はありませんか？ 

 
誰もが安心して暮らせるように、

サービスを利用する方も、協力する
方も、お互い様の気持ちを忘れず、
このサービスをきっかけに甲州市に
住んで良かったと思えるような活動
を目指しています。 

・事前に養成講座を受けて協力会員

として登録した地域の方々 

（有償ボランティア） 

・要支援１・２の認定をお持ちの方 

・６５歳以上で基本チェックリスト

に該当する方（事業対象者） 

※原則、甲州市内在住で、ひとり暮らし又

は高齢者のみの世帯の方。但し、話し相

手など本人の自立支援につながるサービ

スについては家族構成は問いません。 

※継続的に利用している方については要介

護認定を受けた後も利用が可能です 

（但し、ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰが対応可能と認めた場合） 

◎ご利用できる方(依頼会員) 
(事前に依頼会員登録が必要) 

◎支援してくれる方(協力会員) 

利用時間 金額 

30 分未満 １００円 

30 分～１時間未満 ２００円 

１時間～１時間 30 分まで ３００円 
※時間の計算は協力会員が依頼会員宅に着い

てから、活動終了までとします。 

活動に対しての実費として、下記の支

援費を頂きます。 

その他、活動に必要な経費等は依頼会

員がご負担してください。 

（R5.9.1～） 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

⓵担当ケアマネジャ
ー又は地域包括支
援センターにご相
談ください。 

 
⓶担当ケアマネジャ
ー又は地域包括支
援センターからサ
ポートセンターに
依頼します。 

⓷依頼会員宅を訪問
してその結果から
登録の可否をしま
す。 

⓸依頼内容に適した
協力会員を調整し
て紹介します。 

⓹ご自宅に協力会員
が伺い支援しま
す。 

⓺終了後定められた
支援費をその場で
協力会員にお支払
いください。 

 ⓻活動終了後、協力
会員はサポートセ
ンターへ活動報告
します。 

◎支援活動時間 

平日８：３０から１７：００まで 
(土日祝日、年末年始は除きます) 

※サポート内容により、変更可能な場
合があります。 

※利用回数は１日１回、 
週１回までです。 

◎支援内容 

① ゴミ出し及びゴミの分別 

② 日常以外の室内清掃、片付け及び

室外掃除 

③ 買い物代行 

④ 通院、買い物等の外出時の付添い 

⑤ 話し相手 

⑥ その他（ご相談に応じます） 
 
・安否確認も含まれ、本人の自立を
促進し家族支援の妨げにならない
範囲の活動です。 

・軽度で専門性を要しない活動を行
います。 

◎ボランティア活動のため、協力会員の

状況等によりご希望に添えない場合も

ございますが、ご了承ください。 

※状況により、活動を休止する場合があり
ます 

⑥支援費 

④連絡 

・調整 

協力会員 

⑤支援活動 

依頼会員または 

その方の支援者 
⑦報告 ③訪問・調査 

 登録決定 

サポートセンター 

コーディネーター 

・担当 
ケアマネジャー 

① 相談 

②依頼 

・地域包括 
支援センター 

ご利用の流れ 



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2019 年 10 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 48 名

協力会員（サービスを提供する側） 26 名

運営スタッフ 名

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：こまりごと手つだい隊（市川三郷町社会福祉協議会）】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　　佐野　泰史　　　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 平日の月曜日から金曜日

活動時間 午前9時から午後5時まで



☑ 掃除 ☑ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ ☑ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 ☑ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・活動対象外（送迎、植木の剪定）、専門職の介入が必要なケース（認知症高齢者等のサポート）について
　他機関等との情報共有や役割の明確化
・身近な地区レベルにおける、支えあい活動の展開につなげる

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

別添チラシ

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

・活動登録数（担い手）を増やす
・若者（高校生・大学生）を巻き込んだ活動の展開

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（電球交換、灯油の入れ替え、草取り、ゴミ出し・分別、話し相手など）

・多くの方が活動できるように新規利用者には、新規活動者をつなげるように心掛けた
・検討中の段階ではあるが、活動者への相談ツールを増やす（電話、メール以外のLINE等の活用）
・活動登録カードの更新



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2018 年 4 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 42 名

協力会員（サービスを提供する側） 34 名

運営スタッフ 2 名

活動時間 9：00から17：00まで

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：　　　　　　ちょっくりボランティア　　　　　　　　】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　　仲澤彰人　　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 平日月曜日から金曜日まで



☑ 掃除 ☑ 洗濯 □ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ ☑ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 ☑ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

□

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 ☑ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　ボランティアの人材確保が問題で、若い世代(５０歳から65歳代)の登録者が少なく、ボランティアの高齢化が進んで
いる。
　次年度までには、町内企業へ退職者向けにボランテイア募集チラシを配布したり、小地域で開かれる会合等に出向き、
宣伝するなどして、人材確保をしていかなければならないと考えている。

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（ゴミ出し、灯油補給、処方箋の代理受取　）

　今年度ではないが、利用者からの依頼を受けてボランティアとマッチングを行う際のツールとして事務所の固定電話を
活用している。
　しかし、①マッチングまでの時間と業務負担、②依頼の受け手であるボランティアの負担(電話を受ける、都合によっ
ては断るなど）を鑑みて、次年度は事業用の携帯電話を設置し、LINEやSMSを活用して社協とボランティアをつなぎ
ツールとして活用していくことを検討している。

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

　全戸配布したボランティア募集のチラシ

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

　上記のとおり人材確保が難しく、ボランティアによっては利用者ニーズに対応できない場合もあり、スピーディーな提
供体制の構築が難しい現状がある。

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑



 

  

生活のちょっとした「困りごと」を 

「ちょっくり」お手伝いするボランティア♪ 

「ちょっくり」 

ボランティア 

してみませんか？ 

○いずれも短時間(原則 1時間以内)で 

できる活動です 
お気軽に 

ご連絡ください♪ 

【お問い合わせ】 

○南部町社会福祉協議会(南部町アルファーセンター内) TEL 64-2075 

○地域包括支援センター (南部町福祉保健課内)    TEL 64-4836 

草 刈 り 衣 類 の 整 理 

ゴミの分別 

買 い 物 代 行 



ボランティア活動に活かしてみませんか？ 

お気軽にお問い合わせください。 
 

【お問い合わせ】 

『南部町社会福祉協議会』(南部町アルファーセンター)TEL６４－２０７５ 

『地域包括支援センター』(南部町福祉保健課内)    TEL６４－４８３６ 
 

 

 

☆ちょっくりボランティアとは・・・ 
「ちょっとした困りごと」を、『ちょっくり』お手伝いするボランティアです。 

 

 

☆利用者 
町内在住の高齢者(世帯)や支援が必要とおもわれる方への支援を

行っています。 
 

 

☆サービス内容(要相談) 
話し相手、庭の草取り、ごみ出し・分別、買い物代行・同行 など 
 

 

 

 

 

 

☆ちょっくりボランティア＝有償ボランティア 

○30分 300円の有償ボランティアです。 

○利用料は、利用者からいただくチケットとの交換制で、事務局(社協)へ

の実績報告をもとに、交通費と合わせてお支払いします。 

○いずれも短時間（原則 1時間以内）で出来るものとしています。 

 

 

◎ボランティア活動をしてみたい方 
① ボランティアは「登録制」です。 

「活動できる内容」や「曜日と時間」などを

事前登録していただきます。 

② 利用者とのマッチング 

(活動内容・活動日程等の調整)を行います。 

登録内容をもとに、利用者からの「希望活動内容」と「希望日時」

で活動いただけるか、事務局がマッチングを行います。 
 

 

皆さんの「これならちょっくりできる」を 

ボランティア活動に活かしてみませんか？ 
 

お気軽にお問い合わせください。 

 
 



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2016 年 8 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 126 名

協力会員（サービスを提供する側） 52 名

運営スタッフ 1 名

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【　団体名：ちょこっとさん　】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　記入者氏名（　富士川町社会福祉協議会　井上海地　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 基本的に平日、たまに土曜日

活動時間 基本的に8：30～17：15、通院や草刈などは例外あり



☑ 掃除 ☑ 洗濯 □ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ □ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 ☑ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 ☑ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

チラシ

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

依頼が草取りと送迎ばかりで、その他の活動をしてくれているボランティアの方の活動の場が少なくなってしまってい
る。住民主体の活動ではなく、事務局が社協という事で、柔軟性に欠ける。

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑

富士川社協としては生活支援などの活動に、地域・住民が主体的に取り組む、支え合う町づくりを目指している。しかし
社協の有償ボランティアという受け皿がある事で、地域の支え合いづくりを進めるのが難しくなっている面もある。

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（　ゴミ出し、電球交換、家具移動、障子張替など生活上の困り事　）

移動支援のニーズが多いため、生活支援体制整備事業のアドバイザー派遣を利用し、全国移動支援ネットワークの講師か
ら支援を受け、町内の移動支援について検討している。また、ボランティア、社協、町の関係課での話し合いを開催する
などしている。今後はちょこっとさんが設けている移動支援の利用対象者や支援内容を拡充していきつつ、町の協力を得
ながら、運転ボアンティア養成講座を開催し活動者を増やすように取り組んでいく予定。



2 

 

  

※ 対象者はあくまでも目安です。上記の対象者以外の方も、場合によっては支援可能ですので、

お問い合わせください。 

※ ボランティア活動になります。支援が出来ない場合もありますが、まずはご相談ください。 

「ちょこっとさん」の送迎サービス 

支援範囲 富士川町内 

支援回数 週 1 回 

支援範囲 富士川町内 

     市川三郷病院 

支援回数 原則 月 1 回 

※ １日につき、1 医療 

機関となります 

対象者 原則、身内などが町内にいない方で、一人暮らしの高齢者、高齢者世帯、障が

い者など、町内在住で支援を必要とする方。お１人での歩行が可能な方。 

料 金 ご利用料金は無料ですが、実費としてガソリン代をいただきます。 

お申込み・お問い合わせ先  富士川町社会福祉協議会  電話 22-8911 

 

＜地域の中での助け合い活動です＞ 

買い物の送迎・付添 

通院の送迎 

依頼者 社会福祉協議会 ちょこっとさん 

（ボランティアの方） 

3 

1 

困りごと依頼 ちょこっとさんに依頼 

依頼者宅へ支援 

お申込みをいただいた後、後日、職員が訪問をさせていただきます。 

 

集いの場への 

送迎も始めました！ 

  

体操、サロン、 

趣味の集まり、 

お茶会‥など 

 

集いの場への送迎 
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依頼者 

ちょこっとさん 社会福祉協議会 

日常のちょっとした困りごとは 
「ちょこっとさん」にお任せください 

1 3 

ちょこっとさんにお願い 

    

「ちょこっとさん ご依頼先

原則、身内などが町内に 

いない方で、一人暮らしの 

高齢者、高齢者世帯、障が 

い者など、町内在住で支援 

を必要とする方。 

 

※在宅での支援に限ります。 

 

 

・草取り(自宅周辺) 

・買い物代行 

・ゴミ捨て 

・電球の取り換え 

・窓拭き、衣類の整理など 

・その他、日常生活を送る 

上で支障と認めるもの 

・趣味活動のお手伝い 

１時間以内  500 円 

 

時間超過   10 分ごと 

100 円増 

 

他地区から山間地へ 

（山間地から他地区も同じ） 

100 円増 

対象者 困りごと （例） 支援料金 

※ 対象者はあくまでも目安です。上記の対象者以外の方も、場合によっては支援が 

可能ですので、お問い合わせください。 

地域の中での 

助け合い 

活動です 

（ボランティアの方） 

※ 依頼内容によって、支援が出来ない場合もあります。まずはご相談ください。 

職員が訪問をさせていただきます。 



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2017 年 4 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 16 名

協力会員（サービスを提供する側） 21 名

運営スタッフ 1 名

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：昭和町社会福祉協議会(昭和町住民参加型有償ボランティア事業)　】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　　金丸　由希　　　）

１．団体の組織体制等について

３．令和５年度の活動内容について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月曜～金曜日(祝日は除く)

活動時間 8時30分～17時



☑ 掃除 ☑ 洗濯 □ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ □ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

□

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 ☑ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

特にありません。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

特にありません。

７．添付資料(広報物等・写真等)についての内容説明、紹介等がございましたらご記入ください。

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

依頼件数が少なく、協力会員のモチベーション維持が極めて厳しい状況にあるため、有償ボランティアについて周知を図
りたいと思っています。しかし、協力会員の高齢化もあり、以前は引き受けることができていた依頼についてお断りをす
るケースもあるため、新たな協力会員の募集についても検討する必要があります。

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください



（１） 貴団体が事業を開始した年月を記してください

西暦 2016 年 7 月

（２） 貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

① 住民の自主的な会員組織である ② 市町村社会福祉協議会が運営

③ 生活協同組合が運営 ④ ワーカーズコレクティブが運営

⑤ 農業協同組合が運営 ⑤ 行政設置による第3セクターが運営

⑦ 社会福祉法人が運営 ⑧ ファミリーサポートセンター

⑨ その他 （ ）

（３） 貴団体は法人格を持っていますか？

持っている 持っていない

（４） （３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

① 特定非営利活動法人（NPO法人） ② 社会福祉法人（社協）

③ 社会福祉法人（社協以外） ④ 公益財団法人 ⑦ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人 ⑥ 公益社団法人 ⑧ 生活協同組合

⑨ 農業協同組合 ⑩ 有限会社 ⑪ 株式会社 ⑫ 合同会社

⑬ その他 （ ）

依頼会員（サービスを受ける側） 3 名

協力会員（サービスを提供する側） 15 名

運営スタッフ 2 名

３．令和５年度の活動内容について

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：山中湖村社会福祉協議会　（スマイル・ほっとサービス山中湖）　】

２．登録者数（令和５年12月末現在の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　羽田佳代　）

１．団体の組織体制等について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月～金　　（年末年始・祝日を除く平日）

活動時間 ８：３０～１７：００　（1時間程度）



□ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ □ 見守り ☑ 買い物

□ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世帯 □ 障害者 □ 乳児 □ 幼児 □ 小学生 □ 中学生

□ 高校生 ☑ その他（　病気やケガで一時的に生活に支障をきたしている方　　）

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

４．活動を進める中で工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

６．サービス提供体制等について課題と思われることがございましたらご記入ください

        事業そのものの見直しが必要

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するもの全てに☑

（３）利用対象（☑）　　　　　※該当するもの全てに☑

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください

その他（　雪かき・草刈　　）

令和5年度の活動実績は０件です



➀住民の自主的な会員組織である 〇

③生活協同組合が運営

➄農業協同組合が運営

➆社会福祉法人が運営

〇 持っている

➀特定非営利活動法人（NPO法人） 〇

③社会福祉法人（社協以外） ➆一般社団法人

➄一般財団法人 ⑧生活協同組合

⑨農業協同組合 ⑩有限会社 ⑪株式会社 ⑫合同会社

⑬その他

依頼会員（サービスを受ける側） 5 名

協力会員（サービスを提供する側） 88 名

運営スタッフ 2 名

活動日（曜日）

活動時間

➅公益社団法人

月～金曜日

９：００～１７：００

２．登録者数（令和５年１２月末現在の状況）

３．令和５年度の活動内容について

（１）活動日・時間

（３）貴団体は法人格を持っていますか？

（４）（３）で「持っている」とお答えになった団体にお聞きします

　　　その法人格とはどのようなものですか？次の中の該当するものに〇をつけてください

②社会福祉法人（社協）

④公益社団法人

持っていない

⑨その他（

令和５年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：小菅村社会福祉協議会　　ちょっとお助け隊】

記入者氏名（望月理香子）

１．団体の組織体制等について

（１）貴団体が事業を開始した年月日を記してください

西暦　２０２３年　　２月

（２）貴団体の運営形態について該当するものに〇をつけてください

②市町村社会福祉協議会が運営

④ワーカーズコレクティブが運営

➅行政設置による第３セクターが運営

⑧ファミリーサポートセンター



　住民の高齢化に伴い、事務局の負担が大きい。

６．サービス提供体制等について課題と思われることがありましたらご記入ください
　まだ利用者が少なく、事業のPR・・・特に利用者への周知が課題
　（回覧や広報掲載等はしているが、利用者が増えない）

７．添付資料（広報物・写真等）について内容説明、紹介等がございましたらご記入ください

（３）利用対象（☑）　　　　※該当するものすべてに☑

☑　その他（電球交換等生活のちょっとした支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（２）活動内容（☑）　　　　※該当するものすべてに☑

☑　掃除　　☑　洗濯　　☑　食事提供　　☑　片付け　　☑　庭の手入れ　　□　見守り

☑　買い物　□　学習支援　　☑　外出支援　　□　居場所提供　　☑　病院付添

☑　高齢者　　□　子育て世帯　　□　障害者　　□　乳児　　□　幼児　　□　小学生

□　中学生　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４．活動を進めるうえで工夫したことや新たに取り組んだことがありましたらご記入ください

５．組織運営について課題と思われることがありましたらご記入ください



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～高校生や大学生の登録も大歓迎！長期休みだけの活動も OK！！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活の『ちょっとした困りごと』のお手伝い 

お問合せ・お申し込み 小菅村社会福祉協議会 地域包括ケア部 
（ボランティアセンター） 

電話 ０４２８－８７－９３２１ 

E-mail：kosuge-s.houkatsu@orion.ocn.ne.jp 

●電球が交換できない●高いところに手が届かない 

●小型家具を移動させたい●重いものが持てない 

●転びやすく雪はきができない 

●布団が干したい●窓ふきができない 

●シーツ洗濯したいけど、大きいものは自分では干せない 

●障子や網戸の張替えをしたい 

●じゃがいもや大根を畑から自宅まで運べない 

●△△を処分したいけどどうしたらよいか？？？ 

など、ちょっとしたことで困っている方がいます 

あなたの力を

貸してください！
空いてる時間にちょっとだけ・・・

「得意」を活かしてボランティアしてみませんか？

隣保回覧２月-① 

裏面に詳細あり 



 

 

灯油入れ、雪かき、買い物代行、窓ふき、大掃除、障子張り、網戸張替え、庭の草とり、重いもの運搬・移動、

家電の使い方の説明・電池交換、刃物研ぎ、書類の確認・投函、粗大ごみやごみ出し、村内の移動支援、受診支

援など高齢者のちょっとした困りごとを支援する。 

 

 

事業の目的に賛同し、小菅村社会福祉協議会（以下社協）地域包括ケア部に「ちょっとお助け隊 登録申請書」

を提出し、登録にあたっての誓約事項に同意していただきます。 

特別な資格はいりません。１６歳以上であれば、性別も問いません 

 

 

活動後、協力費として￥７５／５分（作業時間５分につき７５円）をお支払いします。 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この事業は試験的におこないます。途中で事業見直し・修正することがあります。 

 

１．お助け隊で行なうこと 

２，お助け隊になるには？ 

３．協力費について 

４．お助け隊の仕組み（登録から協力費受け取りまで） 

❶登録 ❷調整・依頼 ❸支援 

社協に「登録申請書・誓

約事項同意書」を提出 

相談に基づき日時など

調整・支援依頼 
支援活動 

❹支援終了の連絡 ❺協力費受け取り 

支援活動が終了したら、

社協に連絡する 

社協から協力費として、￥７４／５分

が銀行口座に振り込まれる 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●利用できる方：村内在住の高齢者（６５歳以上）で、 

ご自身や家族ではできないことや困難なことがある方。 

●利用料：５分 ￥１００ 

●詳しくは、小菅村社会福祉協議会地域包括ケア部まで。 

上記以外の支援もご相談ください。 

 
 

小菅村社会福祉協議会 地域包括ケア部 

電話０４２８－８７－９３２１ 

 

 

日常生活での「ちょっとした困りごと」を地域の「ちょっとお助け隊」等がお手伝いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

雪かき

布団干し

隣保回覧２月-① 

ちょっとした空き時間に

活動できる 

ちょっとお助け隊も募集

しています！ 

 

 



 



その他　住民参加型在宅福祉サービス実施団体 2024/3/31 現在

№ 団体名 郵便番号 住　　　　　所 電話番号 FAX番号

1 大月市社会福祉協議会　　おおつきお助け隊　 401-0015 山梨県大月市花咲10 0554-23-2001 0554-22-2861

2 韮崎市社会福祉協議会　　おたすけ隊 407-0037 山梨県韮崎市大草町若尾1680　韮崎市老人福祉ｾﾝﾀｰ内 0551-22-6944 0551-22-6980

3 南アルプス市社会福祉協議会　　ふくし生活支援サービス　 400-0332 山梨県南アルプス市鏡中條1642-2 055-283-8711 055-283-4167

4 甲州市社会福祉協議会　　おたすけサポートサービス 404-0042 山梨県甲州市塩山上於曽977-5 0553-34-8195 0553-34-9270

5 市川三郷町社会福祉協議会　　こまりごと手つだい隊　 409-3601 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門416 055-272-4179 055-230-3137

6 南部町社会福祉協議会　　ちょっくりボランティア　 409-2305 山梨県南巨摩郡南部町内船8812　南部町ｱﾙﾌｧｰｾﾝﾀｰ内 0556-64-2075 0556-64-8200

7 富士川町社会福祉協議会　　生活支援サポーターちょこっとさん　400-0505 山梨県南巨摩郡富士川町長澤1942-1 0556-22-8911 0556-22-8913

8 昭和町社会福祉協議会　　昭和町住民参加型有償ボランティア事業　409-0640 山梨県中巨摩郡昭和町押越955-1 055-275-0640 055-268-3737

9 山中湖村社会福祉協議会　　スマイル・ほっとサービス山中湖　 401-0501 山梨県南都留郡山中湖村山中352-1 0555-62-2227 0555-62-2228

10 小菅村社会福祉協議会　　ちょっとお助け隊　 409-0211 山梨県北都留郡小菅村４６３１－１ 0428-87-9321 0428-87-9321



住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会登録団体 2024/3/31 現在

団体名 郵便番号 住所 電話 FAX

1 生活協同組合パルシステム山梨 長野 400-0051 山梨県甲府市古上条町225-1 055-243-6327 055-243-6359

2 山梨県肢体不自由児協会 400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1県障害福祉課内 055-223-1462 055-223-1485

3 味彩の会 409-2305 山梨県南巨摩郡南部町内船8812 0556-64-2075 0556-64-8200

4 甲府・食事サービスをすすめる会 400-0034 山梨県甲府市宝２－８－１９ 055-233-3083 055-233-3083

5 甲府健康友の会 400-0034 山梨県甲府市宝1-9-1甲府共立病院内 055-221-8725 055-221-8726

6 ＮＰＯ法人ワーカーズコープおてっと 400-0124 山梨県甲斐市中下条1858 055-267-0120 055-267-0121

7 ＮＰＯ法人ワーカーズコープてつなぎ北杜 400-1501 山梨県北杜市大泉町西井出３１９３ 0551-38-0664 0551-38-0672

8 都留市社会福祉協議会ささえあい・ホットサービス都留 400-0051 山梨県都留市下谷２５１６-１いきいきプラザ都留　0554-46-5115 0554-46-5103

9 ＮＰＯ法人地域ささえあい虹の会 405-0018 山梨県山梨市上神内川１１９３－１ 0553-88-9019 0553-88-9019

10 中央市社会福祉協議会中央市住民参加型有償在宅福祉サービス409-3821 山梨県中央市下河東６２０ 055-274-0294 055-274-0319

11 道志村社会福祉協議会 402-0218 山梨県南都留郡道志村9334 0554-52-2072 0554-52-2089

12 NPO法人ゆいまる 400-0031 山梨県甲府市丸の内2-9-20事業協ビル２階 055-269-6003 055-269-6004

13 いいさよ～山梨 405-0011 山梨県山梨市三ケ所920-2 0553-22-7111 0553-22-7100

14 甲斐市社会福祉協議会ちょこっと応援サービス（生活援助）400-0123 山梨県甲斐市島上条3163 055-277-1122 055-277-1284

15 甲府市社会福祉協議会甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業400-0858 山梨県甲府市相生２－１７－１甲府市役所南庁舎 ０５５－２２５－２１１８ ０５５－２２５－３１７１
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ＵＲＬ：http://www.y-fukushi.or.jp

ＦＡＸ：０５５－２５４－８６１４

ＴＥＬ：０５５－２５１－００３９

〒４００－０００５　甲府市北新１丁目２－１２　山梨県福祉プラザ４階

社会福祉法人　山梨県社会福祉協議会


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 1
	スライド 2

